
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 Ｚ
実務者協議を行ったところ、現時点では具体的な研究テーマが定まって
おらず、支援対象が不明であった。本事業は、すでに事業を終了してい
ることもあり、自治体にて、引き続き、研究テーマを具体化するとともに、
別事業での対応可能性を探索することとなった。

ｄ ・現時点では研究テーマや運営スキーム等について関係機関と調整中であるため、支援いただき
たい事業メニューが明らかになり次第、再度の協議をお願いすることとしたい。

現時点の内容では省庁側で検討することが困難であり指
定自治体において研究内容等の決定をし、提案を再精査
する必要がある。研究内容等が明確となった段階で既存の
補助制度も含め再検討の上、相談されたい。

Ⅴ

2回目

1回目 A 平成26年度概
算要求予定

平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 ａ 本事業の実現に向けて、ご検討よろしくお願いいたします。

経済産業省から、診断・治療機器・医療介護ロボットの開発
促進については平成26年度の概算要求に向けて検討する
旨の見解が示され、今後、指定自治体の要望の実現に向
け対応することから協議終了。経済産業省は、概算要求等
に向け、指定自治体と適宜情報交換等を行い対応するこ
と。

Ⅱ

2回目

1回目 Ｂ

提案にある福祉用具の適正な利用促進と医療と介護における情報共有
については、昨年度老人保健健康増進等事業を活用し、アンケート調査
による実態把握及び適正利用のガイドライン（案）の作成等が行われ
た。（厚生労働省老健局から神戸市へ補助）
今年度も関連する補助申請がなされているが、第三者の評価の上、そ
の可否は公正に決定される予定である。

ｃ

24年度の厚生労働省老人保健事業推進費等補助金では、専門職が福祉用具を適正に選択できるよう基準や連携のあり方につ
いて、委員会を設置して検討した。具体的には市内の介護関係施設・事業者・関係職種などを対象に福祉用具に対する取り組み
状況や課題をアンケート調査にて把握し、福祉用具適正ガイドライン（案）を作成した。今後、関係者が現場で活用できる手引書の
作成や、開発事業者も含めた連携のありかたについて調査研究予定である。
上記補助金において補助の対象となる事業は、「介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業」となっており、神
戸市においては骨粗しょう症による骨折をした方を中心に介護保険制度における貸与用具である「車椅子」「歩行器」「杖」につい
ての調査研究にとどまっている。
　福祉用具の適正供給の実現のためには、この調査研究と平行して、医療・福祉・介護・工学・評価・開発・人材育成まで一貫して
実現していくプラットホーム（神戸テクニカルエイド評価情報センター）の構築が不可欠であリ、この先駆的な実践拠点であるプラッ
トホームの先駆的な実践拠点をモデル的に構築・運営し、機能させるために、国の新たな財政支援制度が必要である。

　プラットホームの構築が不可欠な理由は、以下のとおりである。
①福祉用具の適正な利用促進と医療と介護における情報共有については、神戸市が厚生労働省より受託した事業を踏まえ、福
祉用具供給に携わる各専門職（医療専門職含む）が評価システムづくりを共働できる場（評価プラットホーム）を創造することが実
現への近道となる。この共働の場では、適合→製作→評価→試用→訓練→評価→利用という福祉用具活用までをワンストップで
実施できるため、適正福祉用具の有効的・合理的な活用を促進する供給システムが構築できる。
②福祉用具の有効活用のためには、それを利用する側・供給する側それぞれの意識の向上（利用者側で言えば、生涯学習として
の学習機会の獲得・供給側では、利用者へ助言できる知識と技術の獲得）が必要である。共働の場としての「神戸テクニカルエイ
ド評価情報センター」はそうした教育実践の機能も果たす。
さらに、個人情報保護法が障壁となり、福祉用具利用者のデータが関連機関間で共有できない現実がある中、神戸テクニカルエ
イド評価情報センターで実践する「福祉用具利用サマリー」によるデータの共有は、倫理上問題がない範囲内の活用として、次世
代福祉用具開発エビデンスともなり、福祉用具産業振興につながる。
③加えて、福祉用具の有効活用は医療費の削減に寄与する。
平成22年度１人当たり医療費は65 歳未満が16．9 万円であるのに対し、65 歳以上は70.3万円であり、若年者と高齢者では４倍
強の格差が生じている 。年齢区分でみると、１人当たり医療費が最も高いのは75 歳以上の後期高齢者で87.9 万円となっており、
最も低い15～44 歳の８倍以上になっている（出所：平成22年度国民医療費-厚生労働省）。高齢者は若年者と比較して医療機関
を受診する機会が多く、いったん疾病に罹患すると治癒までの期間も長くなりがちなので、自ずと医療費が高くなる傾向にあるが、
残存能力を補完し、社会生活を営むことに有効な福祉用具を活用することで、格差縮小に期待が持てる。

厚生労働省から、福祉用具の適正な利用促進と医療と介
護における情報共有については既存の老人保健健康増進
等事業により実現可能である旨の見解が示されたが、指定
自治体の要求する医療・福祉・介護・工学・評価・開発・人
材育成まで一貫して実現していくプラットホーム（神戸テク
ニカルエイド評価情報センター）の構築について実現できな
い可能性がある。指定自治体は引き続き協議を要望してお
り、厚生労働省は、指定自治体より提示された回答に対し
て、その内容を精査し、対応の可否や条件・代替案につい
て、引き続き協議を行うこと。

Ⅳ

2回目 Ｂ

　老人保健増進等事業提案は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、
老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成
を行うものであり、本計画についても、計画の具体的な内容にもよるが、
老人保健増進等事業で対応可能であり、同事業を活用し、さらに研究を
深めることが考えられる。その事業計画の有効性・妥当性については、
第三者の評価の上、その可否は公正に決定されることとなる。

ｄ 一旦協議を終了し、自治体側で引き続き、内容の具体化および26年度以降の再応募を検討するの
でその際は再度協議をお願いしたい。

厚生労働省から、福祉用具の適正な利用促進と医療と介
護における情報共有については、計画の具体的な内容に
よるが、既存の老人保健増進等事業で対応可能であると
の見解が示され、これについて指定自治体は内容の具体
化を引き続き検討すると回答していることから協議終了。指
定自治体は引き続き、内容の具体化及び26年度以降の再
応募を検討すること。

Ⅴ

1回目 Ｂ 支援の必要性・緊急性等について慎重に検討する必要がある。なお、平
成25年度予算においては計上が見送られたところ。 ｂ

・国際コンテナ戦略港湾施策として、物流トータルコストの低減を実現するためには、既存の無利子
貸付制度よりも負担軽減効果の高い、新たな補助制度の創設が必要であると考えますので、引き
続きご検討頂きますようお願いいたします。

国土交通省から現行制度で実現可能である旨の見解が示
されたが、指定自治体は現行の無利子貸付制度よりも負
担軽減効果の高い補助を求めている。一方、国土交通省
は支援の必要性・緊急性等について慎重に検討する必要
があるとしているが、指定自治体に対して検討すべき項目
を具体的に提示すること。それに対し、指定自治体は必要
事項を検討し、国土交通省とともに概算要求等を含めた対
応に向け、引き続き協議を行うこと。

Ⅲ

2回目 Ｂ -

神戸港、大阪港のガントリークレーン等の整備にあたり、「既存の無利子
貸付制度」では支援内容として不十分で新たな補助制度の創設を行うこ
とについて、支援の必要性・緊急性等について慎重に検討する必要が
あり、検討項目は以下のとおりである。

○　「既存の無利子貸付制度」については、平成23年の港湾法（昭和二
十五年法律第二百十八号）改正時において、埠頭群に係る行政財産の
貸付を受け、自社の所有する港湾施設も含めそれらの一体的な港湾の
運営を担う港湾運営会社制度を創設する際に、当該運営会社が自ら荷
役機械等の整備を実施する際に、
・これらの施設の整備に要する資金が非常に大きいこと
・初期投資のリスク低減等を図る必要性
を踏まえて創設されたものであるが、
・何故当該制度による支援では不十分であるか。
・また、同法改正時から如何なる情勢の変化があったのか。
等

ｃ

・荷役機械の整備において、貸付金事業によりその全額を埠頭会社が負担するのであれば、その
償還財源をターミナルリース料に転嫁せざるを得なくなり、競争力ある料金設定ができないため、既
存の支援制度では不十分と考えます。
・したがって、さらなるターミナルリース料の低減のため、荷役機械等を国の補助金で整備する新た
な制度の創設により、埠頭会社の実質負担額を低減するよう、国の支援をお願いしたい。
・なお、当該案件については、港湾法改正前から国へ要望してきたところです。

指定自治体は、既存の無利子貸付制度では支援が不十分
として、新たな制度創設による支援を引き続き要望している
が、その要望を実現するには、国土交通省から提示された
検討項目、特に既存制度による支援では不十分である理
由について、指定自治体が定量的なデータを示した上で更
なる協議を行う必要があり、これについて今回の協議の中
で結論を得ることは時間的に困難であるため、一旦協議を
終了する。

Ⅳ

1回目 Ｚ
インランドポートの施設整備については既存制度で対応可能であるが、
現時点において具体的な事業内容や必要性・緊急性等が明らかになっ
ていないことから、引き続き検討を行う必要がある。

ｂ ・具体的な事業内容等については平行して検討してまいりますが、利用者負担の軽減が図られるよ
う、補助率の見直しについて引き続きご検討頂きますよお願いいたします。

国土交通省から、インランドポートの整備については指定
自治体が具体的な事業内容等を再度検討すべきであると
の見解が示され、これについて指定自治体が了解している
ことから協議終了。指定自治体は事業内容や実施時期に
ついて引き続き検討すること。

Ⅴ

2回目

陸送費
インランドポート整備

民間
埠頭株式会
社

国土交通省 新規292 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

国内コンテナ貨物集
荷機能の強化
（埠頭株式会社が
実施するインランド
ポートの施設整備に
対する補助と事業
立上り支援）

224 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

スマートコミュニティ
オープンイノベー
ションセンター機能
の整備
（オープンイノベー
ション拠点機能を強
化するためのソフト
事業支援及び研究・
開発促進のための
事業支援）

福祉用具に有効かつ適切な利用の
促進のために、様々な根拠法による
制度の範囲を超越し、用具利用者・
適合支援者（医療・介護専門職）・供
給者（開発者・供給事業者）がそれぞ
れの視点を統合した支援体制を構築
したうえで、生活場面あるいは人生
において安全な用具が活用されるイ
メージを共有し、双方向から意見を
述べ、さらに試用しそのバックアップ
体制や人材育成までも包括して行え
るシステムの構築を図る。

厚生労働省老
健局振興課

老人保健健康
増進等事業

291 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

港湾コストの低減
（埠頭会社に対する
荷役機械整備に対
する支援）

神戸港
ポートアイランド2期　ガントリークレーン2基
六甲アイランド　ガントリークレーン5基

大阪港
夢洲　　ガントリークレーン2基、テナー9基等

神戸港埠頭
株式会社
大阪港埠頭
株式会社

国土交通省 新規

　埠頭株式会社が大型船に対応した
高規格コンテナターミナルの荷役機
械の整備に当っては、従来の荷役機
械よりも高性能となり、整備費が高く
なることから、従来の貸付制度では、
リース料が高くなり、釜山港等に対抗
できないため、補助制度創設（1/2補
助）によりリース料を引き下げる。

国土交通省
港湾局
計画課

無利子貸付

日常動作を支援する福祉用具（ロボットを含む）
の安全性・有効性の評価にかかる技術開発・標
準化の取り組みに対する補助

特区内企業 厚生労働省281 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

先端・先制医療技
術に関する審査・評
価プラットフォーム
の構築

　阪神港では、日本海側の地方港か
ら釜山港へのフィーダー貨物を阪神
港に集荷するため、内陸部の集荷拠
点としてインランドポートを設置する
計画である。
　インランドポートについては、埠頭
株式会社が中心となって整備し、船
社などの協力を得て運営する。運営
に際しては、利用者（船社ないしは荷
主）から使用料金を徴収し、施設整
備費用や運営経費などを賄っていく
予定である。
　インランドポートの事業化には、埠
頭株式会社による施設整備費用など
初期投資が大きいほか、事業が成り
立つ水準に至るまでの貨物の集荷
が課題である。

国土交通省
港湾局
計画課

経済産業省産
業技術環境局
研究開発課
大学連携課

235 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

診断・治療機器・医
療介護ロボットの開
発促進
（医工連携、産学医
連携拡大を促進す
るための支援）

診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進
（医工連携、産学医連携拡大を促進するための
支援）

関西国政戦
略総合特別
区域地域協
議会が認定
した事業管
理機関及び
公募により
選定した事
業者

経済産業省
課題解決型
医療機器等
開発事業

拡充

「課題解決型医療機器等開発事業」
では、国が公募により選定した事業
管理支援法人が実施事業の公募・
評価等を行っているが、本提案で
は、平成２４年度と同様に、関西国際
戦略総合特別区域地域協議会が認
定した事業管理機関及び公募により
選定した事業者が実施主体となれる
よう、制度拡充と優先的な適用措置
を求めるもの。

経済産業省商
務情報政策局
医療・福祉機
器産業室

課題解決型医
療機器等開発
事業

スマートコミュニティオープンイノベーションセン
ター機能の整備
（オープンイノベーション拠点機能を強化するた
めのソフト事業支援及び研究・開発促進のため
の事業支援）

京都府、京
都大学等各
大学、入居
研究機関

経済産業省 新規

オープンイノベーション拠点での研
究・開発支援や知財管理支援など、
その機能を強化する事業実施のた
めの補助制度の創設（２／３補助）
研究・開発から実用化・産業化の流
れを促進するオープンイノベーション
拠点での研究開発のための補助制
度の創設（２／３補助）
経済産業省でかつて補助制度が創
設されていた「明日に架ける橋」のよ
うな施設整備にまで活用が可能な制
度の創設

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

新規

港湾機能高度
化施設整備費
補助金



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

1回目 Ｂ

ご要望いただいている件について、大規模な共同研究拠点として、平成
25年度に開始した「センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム」とい
う事業があります。本事業は、将来社会のニーズから導き出されるある
べき社会の姿、暮らしのあり方を基に、産学連携による研究開発拠点の
構築を目指す事業であるので、本事業の活用についてもご検討いただ
きたい。

ｂ
　協議の際にご教示頂いた「センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム」などの事業を検討する
ことで対応したい。
　ただし，既存事業による対応が困難な場合は，改めて相談に応じて頂くなど， 引き続き支援に向
けた御配慮をお願いしたい。

文部科学省から、自治体の財政支援要望については既存
の「センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム」の活用
を検討するよう提案があり、指定自治体が了承していること
から協議終了。但し、要望が実現できないことが明らかとな
り、指定自治体が再協議を希望する場合は文部科学省と
改めて協議を行うものとする。

Ⅰ

2回目

1回目 Ｚ ご提案については、要望内容の論点を具体的にする必要があると考え
ます。 ｃ

生体試料取扱いの整備は科研費申請等の対象となりにくいため、特区事業として行うための財政
支援を引き続きお願いしたい。
① 事業内容としては、きわめて基礎的な研究基盤である生体試料の扱い手順（実務要領、Good
Laboratory Practice）文書の作成をめざすものであり、研究成果を報告するものではない。 先例と
して、厚生労働省健康局長健発0114第3号 平成22年1月14日や、今年3月に経済産業省より発表さ
れた「再生医療分野　細胞・組織加工品の研究・開発におけるヒト細胞・組織の運搬に関するガイド
ライン2012」などがある。これに相当するより広い対象の生体試料の扱い手順文書を策定する。
② 特区事業期間内に適宜成果を公表し、関係学会、一般市民からの意見を伺いながら作成をつ
づけていくため、研究成果を一定期間終了後に成果報告するものと性質を異にする。
③ 京都大学での成果を全国展開するための支援（シンポジウム・セミナー開催費用、紹介文書作
成費用など）が必要である。
④ 運営交付金としては、一大学だけでなく、国立医療機関バイオバンクとの連携、企業との産学連
携の基盤整備につながるものである点がなじまない。
以上より、生体試料取扱い整備のモデル事業として行うために適切な財政支援をお願いできる制
度がない。京都大学での一連の生体試料管理・分析の仕方の検証とそれに基づく生体試料の扱い
手順の策定のための財政支援をひきつづきお願いしたい。

文部科学省から、自治体は要望内容の論点を具体的にす
べきであるとの見解が示された。一方、自治体から要望内
容の論点を具体的にするだけの根拠やデータの資料が提
出されず、事業内容や必要性等を示されていないことから
一旦協議を終了する。

Ⅳ

2回目

1回目 Ｚ 平成２６年度以
降

現在、実施している早期・探索的臨床試験拠点整備事業の実施状況を
踏まえた上で、今後、新たに拡充しようとしている疾患領域における革
新的医薬品等の開発促進並びに実用化までの具体的な計画の内容を
精査した上で対応を検討したいと考えている。

ａ 具体的な計画を提出する段階になれば、提案の実現に向けて協議をお願いしたい。

厚生労働省から、早期・探索的臨床試験拠点整備事業に
ついては、新たに拡充しようとしている疾患領域における革
新的医薬品等の開発促進並びに実用化までの具体的な計
画の内容を精査した上で対応を検討する旨の見解が示さ
れ、これについて、具体的な計画を提出する段階まで、協
議を再開しないことを指定自治体が了解していることから
協議終了。指定自治体は計画について引き続き検討の
上、具体化した段階で協議を行うこと。

Ⅴ

2回目

1回目 Ｚ 本提案と関連する規制緩和要望が認められ、具体的な投資計画を自治
体が提出できるようになった段階で、本要望についても検討したい。 ｂ H25年度のアジア拠点化立地推進事業費補助金の公募に応募し、採択結果を待っているところ。採

択結果如何によっては、特区調整費の活用のため、協議をお願いしたい。

経済産業省から、アジア拠点化立地推進事業については、
規制緩和の実現が認められ、具体的な投資計画を提出で
きれば、検討可能と回答されているところであるが、一旦協
議を終了することとする。なお、規制緩和が実現された場合
は、双方とも要望の実現に向けて、協議を行うものとする。

Ⅳ

2回目

1回目 Ｂ

「大学発新産業創出拠点プロジェクト補助事業」では、1事業プロモー
ターあたりのプロジェクト支援経費の配分総額は1億5千万円程度とされ
ているが、事業プロモーターのパフォーマンスによって柔軟に予算配分
することができ、1事業プロモーターあたりの事業規模の拡大が可能で
ある。

ｂ 「大学発新産業創出拠点プロジェクト（プロジェクト支援型）」に応募する予定。採択結果如何によっ
ては、特区調整費活用のため、協議をお願いしたい。

文部科学省から、医薬品の研究開発促進（放射性薬剤
Mo99/Tc99の開発及び製造）については、既存の「大学発
新産業創出拠点プロジェクト（プロジェクト支援型）」の活用
により対応可能との見解が示され、指定自治体の要望は
実現可能となるため協議終了。但し、要望が実現できない
ことが明らかになり、指定自治体が再協議を希望する場合
は文部科学省と改めて協議を行うものとする。

Ⅰ

2回目

アジア拠点化立地推進事業費補助
金の公募要領上の補助上限額は５
億円となっている。また、平成２４年
経済産業省当該事業の予算額は５
億円となっている。このため、既存制
度・予算での財政支援は困難である
ため、補助上限額の撤廃をした上で
支援を求める。

経済産業省貿
易経済協力局
貿易振興課

アジア拠点化
立地推進事業
費補助金

493 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品の研究開発
促進（放射性薬剤
Mo99/Tc99の開発
及び製造）

【目的】安定的なテクネチウム製剤の供給
【対象】大阪大学
【規模】放射性物質製造設備（加速器ビームライ
ン）、放射性物質（Mo99等）精製設備、放射性
医薬品（Tc99等）変換製造設備等に要する費用
【内容】核医学診断で利用件数が最も多いテク
ネチウム製剤（放射性薬品）の原料である放射
性同位元素モリブデン-99（以下「Mo-99 」）につ
いて、我が国は100% を輸入に依存していること
から、加速器によるMo-99の製造技術を開発
し、安定的なテクネチウム製剤の供給を行う。こ
のことは原子力委員会が取りまとめた「Mo-99
／Tc-99mの安定供給のための官民検討会の
アクションプラン（H23.7）」においても示されてい
る。

大阪大学、
医薬品メー
カー等

文部科学省

大学発新産
業創出拠点
プロジェクト
補助事業

拡充

「大学発新産業創出拠点プロジェクト
補助事業」では、あらかじめ事業プロ
モーターが指定されており、１事業プ
ロモーターあたり４～５プロジェクトの
マネジメントが想定されている。１事
業プロモーターあたりのプロジェクト
支援経費の配分総額は1億5千万円
程度とされており、本事業の実施に
必要な経費が確保されない可能性
があることから、事業規模の拡大が
必要である。

文部科学省科
学技術・学術
政策局産業連
携・地域支援
課

大学発新産業
創出拠点プロ
ジェクト補助事
業

【目的】国際共同治験実施とドラッグラグ解消を
図るため、院内製造PET薬剤の製造を外部にて
製造供給する施設を設置する。また、同時に治
験新薬の製造も行う。
【対象】医薬・医療機器メーカー
【規模】多施設臨床試験に供する均質なPET薬
剤の製造体制の整備等に要する費用
【内容】海外で開発,承認が進んでいるPET製剤
等を、医療機関が臨床研究や国際共同治験等
を行いたいと思考した際に,Cylcotronを保有
し,GMP(治験薬GMP)に適合したPET薬剤製造
施設を有する必要がある。こうした条件を満足
する施設は稀有な存在であり、本邦における
PET薬剤の開発、普及を阻害する要因の一つに
なっている。これらの問題は,PET薬剤の院内製
造に関して明確な基準が定められいない事も一
因である。そこでＪＳＮＭ（日本核医学会）が目
標としている製造基準を満たすPET薬剤製造施
設を設立し,JSNMが目標とする施設基準への適
合が困難な施設およびサイクロトロンを保有し
ない施設への需要に対して,それぞれの施設が
PET薬剤の製造を委託できる受け皿を準備し、
高度な製造管理、品質管理の下でかかる均一
品質のPET薬剤の開発、普及を進めるものであ
り、こうした機能を整備するためには、当該補助
金による支援が不可欠である。

Ａ社 経済産業省

アジア拠点
化立地推進
事業費補助
金

拡充491

490 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品等の研究開
発促進並びに実用
化促進
（早期・探索的臨床
試験拠点医療機関
における財政支援
拡充）

【目的】早期・探索的臨床試験拠点医療機関に
おける指定疾患領域の拡大に伴う財政支援
【規模】研究費
【内容】疾患領域の緩和に伴い、指定領域以外
の疾患領域で実施されるアンメットニーズなシー
ズについては、その殆どが医師主導型治験で
実施されるため、治験薬の製造（GMP対応）や、
プロトコール作成等に必要な財政支援を講じ
る。

大阪大学医
学部附属病
院

厚生労働省
早期探索的
臨床試験拠
点整備事業

産学官連携の共同研究拠点の形成により，製
薬企業における創薬能力を高め，産業競争力
の強化を図る

京都大学，
製薬企業

文部科学省 新規
科学振興調整費「先端融合領域イノ
ベーション創出拠点の形成」と同様
の支援制度の創設または支援再開

文部科学省科
学技術・学術
政策局産業連
携・地域支援
課

国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品の研究開発
促進
（PET薬剤の臨床適
用を迅速かつ効率
的に実施するため
の措置）

関係法令，研究指針の整備ととも
に，疾患組織リソース拠点を整備す
るための新たな財政支援制度の創
設

文部科学省
研究振興局ラ
イフサイエンス
課

拡充

大阪大学医学部附属病院は医薬品
（脳・心血管分野）の早期・探索的臨
床試験拠点に選定（平成23年7月）さ
れ、拠点整備費（5億円程度）が配分
されている。今般、脳・心血管以外の
分野にも対象領域を拡大し、新たな
疾患領域における革新的医薬品等
の開発促進を図るためには、更なる
財政支援の拡充が必要である。

厚生労働省医
政局研究開発
振興課

早期・探索的
臨床試験拠点
整備事業

患者組織・細胞の集積を目的とした単なる「バイ
オバンク」ではなく，高い質の試料を確保し，か
つ効率的に研究に用いられる体制を整え，解
析・診断技術を集積する疾患組織リソース拠点
（ヒューマンティッシュリサーチセンター（仮称））
の設立

京都大学 文部科学省488 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品の研究開発
促進
（ヒューマンティッ
シュリサーチセン
ター（仮称）の設立）

487 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品の研究開発
促進
（産学官連携の共
同研究拠点の形
成）

新規



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

1回目 Ｂ 本年６月18日
まで公募

本年度の厚労科研２次募集で本課題について公募を行うことを伝えた。 ｂ H25年度の厚生労働科学研究費２次募集に応募し、採択結果を待っているところ。採択結果如何に
よっては、特区調整費の活用のため、協議をお願いしたい。

厚生労働省から、先端医療技術（再生医療・細胞治療等）
の早期実用化（ⅰＰＳ細胞を用いた角膜再生）については、
既存の「厚生労働科学研究費２次募集」の活用により対応
可能との見解が示され、指定自治体の要望は実現可能と
なるため協議終了。但し、要望が実現できないことが明ら
かになり、指定自治体が再協議を希望する場合は厚生労
働省と改めて協議を行うものとする。

Ⅰ

2回目

1回目 Ｂ
本年度指定型
研究として実
施予定

本年度より指定型研究として「「ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業」
を活用した研究」を実施することを伝えた。 ｂ 「「iPS細胞を利用した創薬研究支援事業」を活用した研究」に応募する予定。採択結果如何によっ

ては、特区調整費活用のため、協議をお願いしたい。

厚生労働省から、ｉＰＳを用いた心筋再生治療法の確立に
ついては、既存の「iPS細胞を利用した創薬研究支援事業」
の活用により対応可能との見解が示され、指定自治体の
要望は実現可能となるため協議終了。但し、要望が実現で
きないことが明らかになり、指定自治体が再協議を希望す
る場合は厚生労働省と改めて協議を行うものとする。

Ⅰ

2回目

1回目 Ｃ

創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の実施機関は平成24年度の
事業開始時に公平、公正な選考を実施して既に決定しており、追加公募
の予定は無い。実施主体のうち、大阪大学については既に「創薬等支
援技術基盤プラットフォーム」に東京大学を代表機関とする課題の分担
機関として参画しているが、課題内の予算配分を代表機関や他の分担
機関と検討すべき。

ａ

文部科学省から、創薬等支援技術基盤プラットフォーム事
業について東京大学を代表機関とする課題の分担機関とし
て参画しているが、課題内の予算配分を代表機関や他の
分担機関と検討する必要があるため、対応が困難であると
の見解が示され、指定自治体が了解していることから協議
終了。

Ⅴ

2回目

1回目 Ｚ

実務者協議を行ったところ、現時点では事業内容は決まっておらず、加
えて、本事業の支援対象外である、研究所の設立費用を求めたいとの
ことであった。本事業はすでに事業を終了していることもあり、自治体に
て、引き続き、事業内容を具体化するとともに、別事業での対応可能性
を探索することとなった。

ａ 別の補助事業での対応可能性や事業内容のさらなる具体化等、今後引き続き検討していきたい。

経済産業省から、対応が困難であるとの見解が示され、指
定自治体が引き続き検討することで了解しているため、
いったん協議を終了するが、指定自治体が、引き続き検討
した結果、提案できるようになった段階で、協議を行うもの
とする。

Ⅴ

2回目

1回目 Ｚ ご提案については、要望内容の論点を具体的にする必要があると考え
ます。 ｄ ・現時点では研究テーマや運営スキーム等について関係機関と調整中であるため、支援いただき

たい事業メニューが明らかになり次第、再度の協議をお願いすることとしたい。

現時点の内容では省庁側で検討することが困難であり　指
定自治体において研究内容等の決定をし、提案を再精査
する必要がある。研究内容等が明確となった段階で既存の
補助制度も含め再検討の上、相談されたい。

Ⅴ

2回目

旧「私のしごと館」を活用したオープンイノベー
ション拠点において、民間企業・大学・研究機関
等による研究・開発、技術実証等を実施

京都府、京
都大学等各
大学、入居
研究機関

文部科学省
新「明日に
かける橋」

拡充

研究・開発から実用化・産業化の流
れを促進するオープンイノベーション
拠点での研究・開発について、補助
対象として拡充（２／３補助）
研究・開発に不可欠な施設整備費に
も活用が可能となるよう、補助対象を
拡充（２／３補助）

文部科学省
科学技術・学
術政策局
産業連携・地
域支援課

518 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

スマートコミュニティ
オープンイノベー
ションセンター機能
の整備
（研究・開発促進の
ための事業支援）

拡充

経済産業省の「イノベーション拠点立
地推進事業（先端技術実証・評価設
備整備等事業（企業等の実証・評価
設備等の整備事業）」　では、企業、
大学等が、実証・評価等を行う際に
必要となる工作機械や測定装置等
の設備導入に加え、目的達成のため
に必要最低限の施設整備、当該施
設等の整備を行うに当たって必要と
なる調査設計等の事業を対象として
いる。ここでいう「必要最低限」な場
合とは、例えば、厳格な取り扱いが
求められる放射性物質の実証評価
を行うのに必要最低限な施設整備な
ど、非常に限定的な運用が行われて
いる。
フォトニクスファブセンターの整備に
あたっては、先端医療機器等の実
証・評価等に必要となる設備と、共通
基盤的に行う実証・評価等に必要と
なる機器類を整備し、プロトタイプ試
作、製品を想定した性能、耐久性、
信頼性などのテスト・評価を実施しよ
うとするもの。しかしながら、前述の
ような補助制度の限定的な運用のも
のでは対象になりえず、事業の円滑
な実施に支障が生じてしまうことか
ら、総合特区推進調整費による支援
措置を要望するものである。

経済産業省産
業技術環境局
研究開発課

イノベーション
拠点立地推進
事業

【目的】難病の低分子治療薬の促進、創薬研究
機器の学内外利用
【対象】大阪大学、大阪府立大学、神戸大学、
大阪市立大学, 研究成果活用型ベンチャー
【規模】実用化のための研究開発費（アッセイ系
開発、スクリーニング、ヒット評価、リードジェネ
レーション）
【内容】アカデミア発の創薬シーズを製薬企業が
関心を示すレベルにまでアップさせるために
は、創薬ターゲットとなる物質（新薬候補化合
物）の安全性や禁忌構造式の排除などを多面
的に評価し、新薬候補化合物として相応しい骨
格を見出す必要がある。こうした評価を経てはじ
めて動物モデル実験での治療効果（ＰＯＣ）が確
かめられ、Industry Seedsのレベルを担保する
ことができる。関西の最新の基礎研究成果を革
新的医薬品に結び付けていくためには、これら
の機能を充実させ、新薬候補化合物を確保する
ための支援措置を講じることが不可欠である

大阪大学等 文部科学省

創薬等支援
技術基盤プ
ラットフォー
ム事業

拡充

文部科学省
研究振興局ラ
イフサイエンス
課

501 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医療機器・新エネル
ギー分野等でのも
のづくり中小企業の
参入促進
（ベンチャー支援
フォトニクスオープ
ンファブセンター機
能の整備）

【目的】学内・ものづくり中小企業・ベンチャー等
が共同で利用できる、フォトニクス技術を用いた
先端医療機器等の研究開発・試作機器を整備
し、新規参入を支援する。
【対象】大阪大学（光エコライフ技術開発拠点）
【規模】フォトニクス技術を用いた先端医療機器
等の研究開発・試作機器整備費用
【内容】フォトニクス技術を用いた先端医療機器
等の開発への、ものづくり中小企業等の参入を
促進するため、共同で利用できる研究開発・試
作機器（蒸着装置、微細加工装置など）を備え
たフォトニクスオープンファブセンター機能を整
備する。この「光エコライフ」（フォトニクス）オー
プンファブセンター機能の整備により、世界唯一
の「光エコライフクラスター・関西（フォトニクスヒ
ルズ）」としての集積をさらに促進する。

大阪大学等 経済産業省
イノベーショ
ン拠点立地
推進事業

【規模】再生医療技術の開発費
【内容】ⅰＰＳ細胞から角膜上皮及び角膜内皮
細胞を誘導し、角膜細胞シートを作成するととも
に、その効果と安全性を臨床研究により検証す
る。

大阪大学 厚生労働省
厚生労働科
学研究費補
助金

拡充494 国際 6

創薬等支援技
術基盤プラット
フォーム事業

498 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品の研究開発
促進
（アカデミア発創薬
（低分子医薬品）の
促進(研究開発費）

495 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

【規模】再生医療技
術の開発費
【内容】
ⅰＰＳ細胞を用いて
心筋細胞シートを作
製し、前臨床試験
（動物実験による安
全性、有効性の検
証等）を進め、早期
に臨床試験を開始
して、ｉＰＳを用いた
心筋再生治療法の
確立を目指す。

【規模】再生医療技術の開発費
【内容】
ⅰＰＳ細胞を用いて心筋細胞シートを作製し、前
臨床試験（動物実験による安全性、有効性の検
証等）を進め、早期に臨床試験を開始して、ｉＰＳ
を用いた心筋再生治療法の確立を目指す。

大阪大学 厚生労働省
厚生労働科
学研究費補
助金

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

先端医療技術（再
生医療・細胞治療
等）の早期実用化
（ⅰＰＳ細胞を用い
た角膜再生）

大阪大学では、すでに文部科学省
「創薬等支援技術基盤プラットフォー
ム事業（制御拠点のライブラリー・ス
クリーニング領域）」の分担機関とし
て採択され、人材雇用経費等に充当
しているが、本格的な創薬研究を推
進するためには研究開発費、並びに
機器保守費用が必要である。
本補助金の代表機関は東京大学と
なっており、公募要領上、研究開発
費については、代表機関のみに配分
されている。

厚生労働科学研究費補助金（先端
的基盤開発研究事業の再生医療実
用化研究）の支援スキームについ
て、基礎的研究から非臨床試験段階
を含めたⅰＰＳ細胞の再生医療技術
研究についても対象とする制度に拡
充する。

厚生労働省医
政局研究開発
振興課

厚生労働科学
研究費補助金

拡充

厚生労働科学研究費補助金（先端
的基盤開発研究事業の再生医療実
用化研究）の支援スキームについ
て、基礎的研究から非臨床試験段階
を含めたⅰＰＳ細胞の再生医療技術
研究についても対象とする制度に拡
充する。

厚生労働省医
政局研究開発
振興課

厚生労働科学
研究費補助金



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

1回目 A 平成26年度概
算要求予定

平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 ｂ
平成26年度も補助金が継続されるよう検討をお願いするとともに、本提案については実証ではなく
実ビジネスの構築を目指しており、補助金適用範囲として実ビジネスへの拡充と併せて補助率の嵩
上げ（１/２⇒２/３）、H26年度の補助金継続を要望する。

経済産業省から、再生可能エネルギー熱利用高度複合シ
ステム実証事業については平成26年度の概算要求に向け
て検討する旨の見解が示され、今後、指定自治体の要望
の実現に向け対応することから協議終了。経済産業省は、
概算要求等に向け、補助率の嵩上げも含めて、指定自治
体と適宜情報交換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

1回目

（1回目）
国土交通省
海事局総務課
　　　　　内航
課

（2回目）
国土交通省
海事局総務課
　　　　　内航
課
　　　　　船舶
産業課

Ｂ

共有建造支援制度は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が事業者
と費用を分担して船舶を建造し、それを当該事業者に使用させ、最終的
に当該事業者に譲渡する制度であり、船舶建造の多額の初期投資に対
して効果的な支援制度である。
金利については、事業者の財務内容・与信力・借入条件等により市中金
融機関の対応も異なるため、一概には断定できない。また造船所につい
ては、その経営状況にもよるが、銀行保証を受けることができない造船
所は限られている。

　船舶の特別償却（中小企業投資促進税制を含む。）については、新規
に運航を開始する場合も含め、船舶の取得に際しては資金の借入れが
行われるのが通例であり、特別償却を行うことによって、減税額相当分
の手元資金確保が可能となり、資金繰りが容易になる等、初期投資負
担の軽減につながるといった効果が得られる。
　また、買換特例制度については、新規に運航する場合は活用できない
ものの、船舶の買換に際して譲渡益の圧縮記帳を行うことによって、減
税額分の手元資金確保が可能となるため、特別償却と同様に初期投資
負担の軽減につながるといった効果が得られる。
　これらの租税特別措置は、平成２０～２３年度に建造された内航貨物
船の約６割で利用されており、また、当該租税特別措置は関係業界から
の強い要望に基づいており、効果的な支援制度であると考えている。

ｃ

・既存事業のうち、共有建造支援制度については、発注時の事業者負担の一部軽減や資金調達面
等でメリットが認められるものの、共有期間中の使用料負担（機構が分担した建造費用の弁済）
や、共有期間満了後の機構持分の買い取りなどが発生するため、建造費に対する補助制度に比べ
ると、実質的な負担が軽減されません。
・また、買換特例制度、特別償却制度については、短期的に課税の繰り延べや、早期費用化による
税制面でのメリットが期待できるものの、いずれも大型船舶に係る建造費の実質負担が軽減するも
のではありません。
・つまり、これらの既存制度では、船舶大型化のための建造費が利用者のコスト負担に転嫁される
こととなるため、国際コンテナ戦略港湾「阪神港」が目指す内航フィーダーの輸送コスト削減が実現
できません。
・したがって、現在でも釜山港等と比較して相対的に高コストである内航フィーダー輸送に対して、
利用者のコスト負担を軽減する新たな建造費補助の制度創設が必要であります。
・なお、仮に4,000DWT型の新造船（約15億円/隻）を建造する場合、補助制度（補助率1/2）が創設
されれば、企業は7.5億円（利息を合わせればそれ以上）の負担軽減となり、輸送コスト低減に大き
く貢献することができます。さらに、特別償却制度など既存制度を活用することで、事業者負担がさ
らに軽減され、ひいては、産業の国際競争力の強化につながるものと期待できます。

国土交通省から現行制度で実現可能である旨の見解が示
されたが、指定自治体からは現行制度は建造費の補助で
はないため、実質的な負担軽減ではなく、利用者のコスト
負担軽減にならないとの回答があった。指定自治体は、事
業の必要性や効果を、現行制度と比べどの程度効果的な
のか定量的に示しつつ、国土交通省は、指定自治体より提
示された回答に対してその内容を精査し、国土交通省にお
いて対応の可否や条件・代替案について、引き続き協議を
行うこと。

Ⅳ

2回目 Ｂ －

提案者の主張する、特定地域に限定した船舶の建造費を対象とする補
助金の支出は、WTOの補助金規定(原則として、交付対象が指定地域
内にある特定企業に限定されている等の特定性を有する交付はできな
い)に抵触すると考えられ、そのような制度の創設は極めて困難である。
既存の制度のご活用をご検討頂きたい。

ｃ
・「WTOの補助金規定（交付対象が指定地域内にある特定企業に限定されている等の特定性を有
する交付はできない）に抵触する」とありますが、すでに国土交通省がこれまで「国際コンテナ戦略
港湾フィーダー機能強化事業」として民間事業者に支援していますので、この事業と同等の事業目
的で使用する船舶の建造費であれば、補助金規定には抵触しないと考えます。

国土交通省から現行制度で実現可能である旨の見解が示
されたが、指定自治体は更なる支援を求めている。指定自
治体の要望を実現するには、事業の必要性や効果を自治
体が定量的に示すことに加え、WTOの補助金規程に抵触
する可能性について更なる議論を行う必要があるが、これ
について今回の協議の中で結論を得ることは時間的に困
難であるため、一旦協議を終了する。

Ⅳ

1回目 Ｚ 平成２６年度以
降

早期・探索的臨床試験拠点等で評価された創薬シーズ等の早期実用化
に向け、地域施設間の治験ネットワークを構築することを目的とした当
該事業の具体的計画を精査し、実行性を考慮した上で、対応を検討した
いと考えている。

ｄ
本事業については、治験ネットワーク構成機関による共同IRBの設置について合意が得られ、H26
年度からではなくH25年度からの対応を要望するものであり、そのための対面協議を至急お願いし
たいと考えている。

厚生労働省から、臨床研究中核病院整備事業について
は、地域施設間の治験ネットワークを構築することを目的と
した当該事業の具体的計画を精査し、実行性を考慮した上
で、対応を検討したいとの見解が示されたが、今後の協議
において指定自治体より提示される回答に対して、その内
容を精査し、厚生労働省において対応の可否や条件（事業
の実施時期など）・代替案について検討し、双方とも要望の
実現に向けて、協議を継続して行うこと。

Ⅳ

2回目 A 平成25年度～
26年度

より良い治験実施体制を整備するためには、治験事務手続きの一元化
や症例集積性の向上を含め、治験ネットワークの活用が必要である。こ
の点においては具体的な計画が提示されており、実現が可能と考えら
れる。調整費を平成25年度から受けたいとの要望については、対応方
法も含め、引き続き検討していきたい。

ｂ
○地域治験ネットワークの早期構築に向けた合意については、参画の１４医療機関の治験実務担
当者のあいだで本年６月３日に得られていた。さらに７月２６日に参画の医療機関の病院長会議を
開催し、地域治験ネットワークの早期構築に向けた合意を確認できたところ。
○特区調整費を平成２５年度から受けられるよう、是非検討をお願いしたい。

厚生労働省から、指定自治体が提案する「地域資源を活用
した審査体制・治験環境の整備」については、特区調整費
の活用も検討する旨の見解が示され、今後、指定自治体
の要望の実現に向け対応することから協議終了。厚生労
働省は、特区調整費の活用を含めた財政支援について、
指定自治体と適宜情報交換等を行い対応すること。但し、
要望が実現できないことが明らかとなり、指定自治体が再
協議を希望する場合は厚生労働省と改めて協議を行うもの
とする。

Ⅱ

1回目 A 平成26年度概
算要求予定

平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 ａ ご検討よろしくお願いいたします。

経済産業省から、最先端医療技術（再生医療・細胞治療
等）の早期実用化については平成26年度の概算要求に向
けて検討する旨の見解が示され、今後、指定自治体の要
望の実現に向け対応することから協議終了。経済産業省
は、概算要求等に向け、指定自治体と適宜情報交換等を
行い対応すること。

Ⅱ

2回目

1回目 Ｚ 平成２６年度以
降

当特区で実施しようとしている事業の具体的計画を精査した上で、予算
事業の目的との整合性を考慮し、対応を検討したいと考えている。 ｂ 事業が具体化した段階で再度協議をお願いしたい。

厚生労働省から、臨床研究ネットワークのハブ拠点を整備
するための財政支援要望については事業の具体的計画を
精査した上で対応を検討したいとの見解が示され、これに
ついて指定自治体が了解していることから協議終了。指定
自治体は事業の具体的計画について引き続き検討するこ
と。

Ⅴ

2回目

【内容】
補助対象の弾力化
【理由】
ＢＮＣＴを医療産業として国内外へ展
開させるためには、医療機器である
加速器の開発だけでは足りず、周辺
測定機器やそれを使用して治療を実
施する人材がいなければ、ＢＮＣＴ治
療システムを国内外へ普及させるこ
とは困難であるため。

経済産業省商
務情報政策局
医療・福祉機
器産業室

「課題解決型
医療機器等開
発事業」

本事業は、本質的には厚生労働省
が管轄する臨床研究中核病院整備
事業の趣旨と同一である。しかし、臨
床研究中核病院整備事業は医療機
関が単独で申請することが要件と
なっており、今回の提案のように複数
の機関の複合体で臨床研究支援組
織を設立しようとしても、単一組織で
はないため申請は許可されない。欧
米と対峙できる国内最大級の臨床研
究ネットワークのハブ拠点を整備す
るには、新たな支援制度が必要不可
欠である

厚生労働省医
政局研究開発
振興課

臨床研究中核
病院整備事業

神戸大学医学部付属病院、先端医療振興財
団、及び神戸市立医療センター中央市民病院
の複合体で、神戸バイオメディカルクラスター内
にネットワーク拠点となる神戸臨床研究推進ハ
ブ機構（仮称）を設立する。神戸臨床研究推進
ハブ機構は、多施設共同臨床研究の地域・全
国に向けたネットワークの司令塔として、臨床研
究の企画・立案・実施・支援・薬事申請に至るま
での一連のプロセスを統括・推進する国内最大
のコア機関となる。

神戸大学 厚生労働省

厚生労働省医
政局研究開発
振興課

臨床研究中核
病院整備事業

早期・探索的臨床試験拠点等で評価・検証され
た創薬等の早期実用化に向け、地域施設間の
治験ネットワークを構築する。
【対象】国立病院機構大阪医療センター（旗艦
医療機関で事務局も担当。）
【規模】地域施設間の治験ネットワークは、大阪
府域の関西医科大学、大阪医科大学、近畿大
学、大阪市立総合医療センター等、基幹的医療
機関１３施設が参加。

国立病院機
構大阪医療
センター

厚生労働省
治験基盤整
備事業

拡充534

新規580 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医薬品の研究開発
促進（③）

578 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

最先端医療技術
（再生医療・細胞治
療等）の早期実用
化

ＢＮＣＴ治療システムに必要な加速器ターゲッ
ト、イオン源、周辺測定機器、治療システム、薬
剤等の研究開発及び、ＢＮＣＴ治療システムを
医療産業として普及させるための人材のトレー
ニングへの支援

京都大学原
子炉実験所
医療機器
メーカー
等

経済産業省

「課題解決
型医療機器
等開発事
業」

拡充

国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

地域資源を活用し
た審査体制・治験環
境の充実
（治験センター機能
の創設）

H25年度概算要求において、新エネ
ルギー・再生可能エネルギーの促進
に関する措置が講じられており、先
進的な再生可能エネルギー熱利用
設備等の実証事業に対して、その事
業費の一部を補助する「再生可能エ
ネルギー熱利用高度複合システム
実証事業費補助金」がある。本事業
については実証ではなく実ビジネス
の構築を目指しており、補助金適用
範囲として実ビジネスへの拡充と、併
せて実証ではなく実ビジネス成立に
向けて補助率の嵩上げ（１/２⇒２/
３）、H26年度の補助金継続を要望す
る。

経済産業省資
源エネルギー
庁 省エネル
ギー・新エネル
ギー部制度審
議室

再生可能エネ
ルギー熱利用
高度複合シス
テム実証事業
費補助金

528 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

国内コンテナ貨物の
集荷機能の強化

内航フィーダー船の事業立ち上がり支援制度の
創設により、民間事業者の初期投資の軽減を
図る。
■内航フィーダー船建造
3,000GT級　12隻
　749GT級　　3隻
　499GT級　　4隻

内航フィー
ダー協議会
神戸市or国
土交通省

国土交通省 新規

　地方港と阪神港間の内航フィー
ダー輸送において、釜山港への
フィーダー輸送に対し競争力のある
輸送コストを実現するためには、内
航フィーダー船の大型化によりス
ケールメリットを生み出すことが必要
である。すでに共有建造支援制度が
あるものの、国際競争力のある内航
フィーダー網を構築するためには、さ
らなる内航ﾌｨｰﾀﾞｰ船の大型化を進
める環境整備が必要である。
　民間事業者による大型船の建造や
買取には大規模な投資が必要にな
るが、競争力のある輸送コストを実
現するため、大型船建造・買取費用
に対する補助制度の創設や、事業立
ち上がり支援など民間事業者の初期
投資の軽減を行う必要がある

（買換特例制
度）租税特別
措置法第37条
第37条4 第65
条の7～9 第68
条の78～80
（船舶特別償
却制度）租税
特別措置法第
11条　第43条
第68条の16

　集約型エリアエネルギーマネジメントを行う管
理拠点を中心に、都市の構成要素を適正に配
置し、電気・熱・水・情報等のさまざまなインフラ
の全体最適化を図る。これにより地域内で省エ
ネ・省コストを実現するとともに、需要家に対す
る利益、及び管理者に対する利益を同時に確
保するビジネスモデルを構築し、持続的な事業
性のあるコミュニティを設立する。
　本区域は（株）東芝旧大阪工場跡地であり、現
在約18万㎡という範囲がグリーンフィールド（更
地）の状態となっている。このため、既存のイン
フラや施設に制約されずに最適なスマートコミュ
ニティを構築することができる。将来的には、イ
ンフラを含めた都市丸ごと技術移転可能な都市
モデルの標準パッケージとして売り込みを行う。

東芝 経済産業省

再生可能エ
ネルギー熱
利用高度複
合システム
実証事業費
補助金

革新的な医薬品や医療機器、医療
技術のイノベーションを推進するため
には、開発段階の臨床研究のみなら
ず、治験第Ⅲ相から市販後のエビデ
ンスの創出や適応拡大、医療機器の
改良のほか、手術や放射線療法等
を含めた医療技術の向上のための
臨床研究等についても、同様に推進
することが必要であるが、治験基盤
整備事業は、臨床研究や第Ⅱ相まで
の比較的早期の治験のみが対象と
なっていて後期の治験が対象となっ
ていない。

拡充524 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

事業性を確保した
運用によるスマート
コミュニティのビジネ
スモデル構築



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

1回目 A 平成26年度概
算要求予定

平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 ａ 本事業の実現に向けて、ご検討よろしくお願いいたします。

経済産業省から、医療機器等事業化促進プラットフォーム
の構築（医療機器ビジネスを支える人材育成支援）につい
ては平成26年度の概算要求に向けて検討する旨の見解が
示され、今後、指定自治体の要望の実現に向け対応するこ
とから協議終了。経済産業省は、概算要求等に向け、指定
自治体と適宜情報交換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

583 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医療機器等事業化
促進プラットフォー
ムの構築
（医療機器ビジネス
を支える人材育成
支援）

【目的】日本では、医療機器を開発し事業化を
支えるための人材が不足していることから、これ
ら人材を育成し、今後の日本の医療機器産業を
支える基盤を整備する。
【対象】医療機器企業、今後、同分野へ参入を
検討するものづくり企業など
【規模】年間を通じた人材育成プログラム費用
【内容】医療現場のニーズを発掘し、それをもの
づくりの変換し、事業コンセプトを立案し、試作を
行い、事業戦略を策定、実行し、ビジネスとして
成立させるトータルマネジメントが行える人材を
海外先進地域の人材育成プログラムと連携しな
がら策定、実行する。

大阪商工会
議所・国立
循環器病研
究センター

経済産業省
課題解決型
医療機器等
開発事業

拡充

大阪商工会議所では、既にプラット
フォーム構築事業として、医療機器
ビジネスを支える基盤構築の活動を
実施しているところであるが、機能と
して欠けている医療機器ビジネスを
トータルで戦略的にマネジメントでき
る能力を有する人材の育成に取り組
むことで、国内医療機器ビジネスの
活性化につなげる。

経済産業省商
務情報政策局
医療・福祉機
器産業室

課題解決型医
療機器等開発
事業
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